
※大学等への進学者の数，入管法別表第１の１の表若しくは第１の２の表の上

欄の在留資格（外交，公用及び技能実習を除く。）への変更を許可された者の数，

ＣＥＦＲのＡ２相当以上のレベルの者の数及びこれらの数の合計 

 

2021 年度修了者のうち 

⚫ 大学等への進学者の数  ：4 名 

⚫ CEFR の A2 相当以上のレベルであることが試験その他の評価方法により証

明されている者の数 ： 2 名 


